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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　おむつとその使用者の股との間に、前記おむつとは別体として着用される不織布製のシ
ートであって、前記股の幅に対応した幅方向に折って形成された複数のプリーツ部を有し
、
　前記複数のプリーツ部は、
　前記幅方向の中央部付近に配置され、身体側に配置される面において、先端部が互いに
向き合った一対の内側プリーツ部と、
　前記内側プリーツ部と比べて相対的に前記幅方向の外側に配置され、身体側に配置され
る面において、先端部が互いに向き合った一対の外側プリーツ部と
　を有し、
　前記内側プリーツ部および前記外側プリーツ部は、それぞれ、排泄物の重みによりその
折り目が広がって、前記おむつとの間の空間に落ち込んだ状態となる
　ことを特徴とするおむつ用補助シート。
【請求項２】
　前記一対の内側プリーツ部における前記先端部、及び、前記一対の外側プリーツ部にお
ける前記先端部は、それら全てが前記幅方向の中心を向いていることを特徴とする請求項
１に記載のおむつ用補助シート。
【請求項３】
　前記シートは、少なくとも、装着時における股の間に対応する領域であって、前記幅方
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向の両端部には、前記幅方向と直交する長さ方向に略沿って、外力を加えない状態で張力
を発揮するように弾性体が設けられていることを特徴とする請求項１又は２に記載のおむ
つ用補助シート。
【請求項４】
　前記プリーツ部は複数の孔及び／又は切れ目を有し、
　前記複数の孔及び／又は切れ目は、前記プリーツ部における身体側の襞部とおむつ側の
襞部のうち前記身体側の襞部にのみ形成されている
　ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載のおむつ用補助シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はおむつに付属して使用されるおむつ用補助シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　介護用や乳幼児用のおむつには、旧来から使用されている布製のおむつや、不織布を用
いた使い捨ておむつがあり、例えば、使い捨ておむつには、パンツと同様な形状をしたパ
ンツ式、テープでパンツの形状に組み立てて使用するテープ式、或いは、おむつに取付け
て使用されるパッド式がある。
　これら従来のおむつでは、素早く尿を吸収できず、また、股とおむつとの間に隙間がで
き易いことから、脚周りの間から尿が漏れるという所謂横漏れを防止する構造を備えてい
るものがある。
　例えば、特許文献１は、その図８に示されるように、おむつの幅方向の両端部にプリー
ツ部４６を有している。また、特許文献２では、その図１に示されるように、幅方向の両
端部が内側に折り返されている。これにより、このプリーツ部や折り返し部で尿を堰き止
め、おむつの端部からの所謂横漏れを防止している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開昭５０－１６１３４７号公報
【特許文献２】特許第４６７８６３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、使い捨ておむつは、排泄した軟便や尿が身体側表面材の平面方向に伝わって
拡がるため、排泄後、身体側表面材には軟便や尿が付着したままの状態になり易い。特に
、軟便であれば、おむつへの吸収は完全に行われず、固形物が身体側表面材に残ることと
なる。そして、これが使用者に対して不快感を与えている。また、このように軟便や尿の
身体側表面材への付着状態は布おむつについても同様であり、使い捨ておむつと同様に不
快感を与える。
【０００５】
　なお、特許文献１や２ではプリーツ部や折り返し部を有しているが、これはあくまでも
横漏れ防止のための発明であり、身体側表面材に対する排泄物の付着状態を防止するもの
ではない。すなわち、特許文献１及び２では、プリーツ部や折り返し部は幅方向の両端部
にしか形成されていないので、排泄した際、中央領域の身体側表面には軟便や尿が付着し
た状態となるし、また、両端部におけるプリーツ部や折り返し部にも軟便や尿が滲むなど
して、やはり軟便や尿は付着した状態となる。従って、特許文献１や２では、排泄後にお
ける使用者の不快感は避けられない。
　そこで、本発明は、排泄後の軟便や尿が身体に触れることを可及的に回避して、排泄後
の気持ち悪さを解消するおむつ用補助シートを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　上記課題は、おむつとその使用者の股との間に、前記おむつとは別体として着用される
不織布製のシートであって、前記股の幅に対応した幅方向に折って形成された複数のプリ
ーツ部を有し、前記複数のプリーツ部は、前記幅方向の中央部付近に配置され、身体側に
配置される面において、先端部が互いに向き合った一対の内側プリーツ部と、前記内側プ
リーツ部と比べて相対的に前記幅方向の外側に配置され、身体側に配置される面において
、先端部が互いに向き合った一対の外側プリーツ部とを有し、前記内側プリーツ部および
前記外側プリーツ部は、それぞれ、排泄物の重みによりその折り目が広がって、前記おむ
つとの間の空間に落ち込んだ状態となるおむつ用補助シートにより解決される。
【０００７】
　本発明は、おむつとその使用者の股との間に配置されるシートである。このため、当該
シートを股に当てるように付けて、その後おむつを着用すれば、通常、おむつは股との間
に所定の空間を有するため、当該シートとおむつとの間には所定の空間が形成される。
　ここで、本発明のおむつ補助用シートでは、幅方向の中央部付近に配置され、身体側に
配置される面において、先端部が互いに向き合った一対の内側プリーツ部と、この内側プ
リーツ部と比べて相対的に幅方向の外側に配置され、身体側に配置される面において、先
端部が互いに向き合った一対の外側プリーツ部とを有し、内側プリーツ部および外側プリ
ーツ部は、それぞれ、排泄物の重みによりその折り目が広がるようになっている。
　そうすると、例えば、一対の内側プリーツ部どうしの間又は内側プリーツ部に排泄物が
付着すると、その重みで内側プリーツ部は折り目が広がって、シートとおむつとの間の所
定の空間に落ち込むように変位することになる。
　また、このような作用は外側プリーツ部についても同様であり、例えば大量の軟便や尿
が一度に排泄されて、内側プリーツ部よりも幅方向の外側に向けて軟便や尿が拡がった場
合、外側プリーツ部の折り目が広がっておむつ側に落ち込むことになる。
　また、互いに隣接する外側プリーツ部と内側プリーツ部との間に排泄された場合も、当
該外側プリーツ部と内側プリーツ部の双方の折り目が広がって、おむつ側に落ち込むこと
も可能になる。
【０００８】
　このように、一対の内側及び外側プリーツ部があることで、プリーツ部は排泄物の量や
排泄位置に応じて折り目が広がり、上記所定の空間に落ち込むように変位することとなる
。
　そして、シートは不織布製であるため、上記所定の空間に落ち込んだ部分に付着した軟
便や尿は、透過しておむつ側に移行し易く、落ち込んだ部分に軟便や尿が充満して、身体
側に溢れ出るようなことも可及的に防止されている。
　以上のようにして、軟便や尿がそれ以上シートの表面に拡がることを有効に防止でき、
軟便や尿が付着した表面が身体に触れる領域を小さくして、使用者に与える不快感を軽減
することできる。また、このように軟便や尿が身体に触れる領域が小さくなった結果、例
えば、横向きで寝た状態の使用者の肌を軟便や尿が伝わることも抑制でき、従って、所謂
横漏れ防止効果も有効に発揮される。
【０００９】
　また、好ましくは、前記一対の内側プリーツ部における前記先端部、及び、前記一対の
外側プリーツ部における前記先端部は、それら全てが前記幅方向の中心を向いていること
を特徴とする。
　これにより、通常、軟便や尿は先ず中央部に排泄されることから、軟便や尿はプリーツ
部の襞の中に入って溜まり易くなり、その結果、プリーツ部は溜められた重量でおむつ側
に落ち込み易くなる。
【００１０】
　また、好ましくは、前記シートは、少なくとも、装着時における股の間に対応する領域
であって、前記幅方向の両端部には、前記幅方向と直交する長さ方向に略沿って、外力を
加えない状態で張力を発揮するように弾性体が設けられていることを特徴とする。
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　そうすると、シートの股の間に対応する領域を、弾性体の力で身体側に向かって凸とな
るように湾曲させることができ、これにより股に近接させて装着し易いおむつ用補助シー
トを形成することができる。従って、装着時において、本シートとおむつとの間に所定の
空間を形成し易く、プリーツ部をおむつ側に落ち込み易くすることができる。
【００１１】
　また、好ましくは、前記プリーツ部は複数の孔及び／又は切れ目を有し、前記複数の孔
及び／又は切れ目は、前記プリーツ部における身体側の襞部とおむつ側の襞部のうち前記
身体側の襞部にのみ形成されていることを特徴とする。
　このため、排泄物が付着してプリーツ部がおむつ側に落ち込むように変位した部分の孔
及び／又は切れ目から、当該排泄物をおむつ側に容易に移動させることができる。従って
、排泄物が身体に触れる機会をより少なくして、使用者に与える不快感をさらに軽減でき
る。
 
【発明の効果】
【００１２】
　以上、本発明は、排泄後の軟便や尿が身体に触れることを可及的に回避して、排泄後の
気持ち悪さを解消するおむつ用補助シートを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明のおむつ用補助シートの装着状態を示す図であり、一緒にパンツ型おむつ
を履いた状態図（人体の骨や筋は一点鎖線、人体の外形は二点鎖線、おむつ用補助シート
は破線でそれぞれ図示している）。
【図２】図１のＡ－Ａ概略断面図（人体の骨や筋等は省略しており、また、おむつ用補助
シート及びパンツ型おむつも概ねの外形のみを図示している）。
【図３】本発明の第１実施形態に係るおむつ用補助シートの身体側の概略斜視図。
【図４】図３のＢ－Ｂ概略断面図。
【図５】図５（ａ）は最も中央寄りの内側プリーツ部が広がった状態図、図５（ｂ）は最
も中央寄りの内側プリーツ部とそれより外側の内側プリーツ部の双方が広がった状態図、
図５（ｃ）は最も外側の内側プリーツ部と外側プリーツ部の双方が広がった状態図。
【図６】本発明の実施形態に係るおむつ用補助シートの変形例であって、図４に対応した
概略断面図。
【図７】本発明の実施形態に係るおむつ用補助シートのその他の変形例であって、図４に
対応した概略断面図。
【図８】本発明の第２実施形態に係るおむつ用補助シートの身体側の概略斜視図。
【図９】図８のプリーツ部が広がった状態における図８のＣ－Ｃ部分の概略断面図。
【図１０】本発明の第３実施形態に係るおむつ用補助シートの身体側の概略斜視図。
【図１１】図１１（ａ）は図１０のＤ－Ｄ概略断面図、図１１(ｂ)は図１０のＥ－Ｅ概略
断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、本発明の好ましい実施形態を、図面を参照して詳しく説明する。
　なお、以下に述べる実施の形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好まし
い種々の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定
する旨の記載がない限り、これらの態様に限られるものではない。
　また、以下の図において、同一の符号を付した箇所は同様の構成である。
【００１５】
　図１のおむつ用補助シート（以下、「補助シート」という）２０は、おむつ１０のよう
に小便等を吸収して保持することを目的とするものではなく、おむつ１０と一緒に使用し
て、おむつ１０の使用感を良好にするためのものである。
　この補助シート２０は、図１及び図２に示すように一方向に長いシート状であり、その
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幅方向Ｘを股ＣＲの幅方向に沿わせると共に、長手方向Ｙの一方の端部２０Ａを下腹部側
に、他方の端部２０Ｂを腰部側に配置し、その後、おむつ１０を装着して使用するように
なっており、これにより、おむつ１０とその使用者ＨＭの股ＣＲとの間に配置される。
　以下、本発明の補助シート２０を詳細に説明する前に、おむつ１０と身体との関係、及
び補助シート２０の使用方法などについて、先に説明する。
【００１６】
　図１及び図２に示すおむつ１０は、使い捨て又は紙おむつ（おしめ）等とも呼ばれ、パ
ンツと同様な形状をしたパンツ式、又は、テープで組み立ててパンツ型にする所謂テープ
式であり、排泄物の透過を防止するバックシート１２と、身体側に配置される不織布から
なる表面材１４と、バックシート１２と表面材１４との間に配置され、表面材１４を透過
してきた尿を吸収して保持するポリマー等を混合した厚みのある吸収体１６とを有してい
る。
　このようなおむつ１０は、使用者ＨＭの下腹部や臀部のカーブに合わせて装着され、こ
れに対して、股ＣＲの部分は上側に凸となるように湾曲しているため、通常、股ＣＲとの
間に空間Ｓが生じる。
　また、寝た状態で過ごすことが多い高齢者や病人等の被介護者は、筋肉がやせて垂れ下
がった臀部に従っておむつ１０も垂れ下がり、股ＣＲとの間に隙間が生じることが多い。
また、当該被介護者は、筋肉の委縮により太もも周り等はやせ細るが、鼠蹊部の内転筋５
は残るため、内腿から股ＣＲの周辺７にかけて凹状の窪みが生じ、その窪みとおむつ１０
との間にも隙間が生じることも多い。このため、被介護者は健常者に比べて、おむつ１０
と股ＣＲとの間に空間Ｓがより生じ易くなっている。
　なお、本発明の補助シート２０は高齢者・介護用のおむつに限られず、乳幼児用おむつ
にも用いることができる。
【００１７】
　補助シート２０は、このような股ＣＲとおむつ１０との間に生じた空間Ｓを利用し、空
間Ｓに後述するプリーツ部４０（図５参照）を変位させることを特徴とするため、装着す
る際は、補助シート２０とおむつ１０との間に空間Ｓが所要分だけ確保できるように、出
来るだけ股ＣＲに密着或いは近くに配置して使用するのが好ましい。
　具体的には、装着する際は、寝た状態において、補助シート２０を被介護者の股ＣＲに
あてがってから、おむつ１０を履くようにする。これでも、寝た状態で過ごすことが多い
被介護者が使用者である場合は、補助シート２０とおむつ１０との間に所要の空間Ｓを形
成できる。
また、図の補助シート２０では、一方の端部２０Ａ及び他方の端部２０Ｂをおむつ１０と
使用者ＨＭとで挟持可能なように、使用時における前後方向の長さＬを有している。この
ため、おむつ１０が身体に密着する下腹部側と腰部側に両端部２０Ａ，２０Ｂを配置し、
その後、おしめ１０を履けば、一方の端部２０Ａを下腹部側に、他方の端部２０Ｂを腰部
側にそれぞれ固定できる。従って、使用者ＨＭが動いたとしても、補助シート２０を股Ｃ
Ｒの近くに保持し易くなる。
　さらに、両端部２０Ａ，２０Ｂの外側（使用者ＨＭと反対側）にホットメルト接着剤や
、面ファスナー（不図示）等の貼着部を設け、これをおむつ１０の不織布からなる表面材
１４に着脱可能に取り付けるようにすると好ましく、これにより、動きの激しい乳幼児等
が使用者ＨＭであっても、補助シート２０を股ＣＲの近くにより保持し易くなる。
【００１８】
〔第１の実施形態〕
　次に、本発明の第１の実施形態に係る補助シートを、主に図３～図５を用いて詳細に説
明する。
　図３～図５は本発明の実施形態に係る補助シート２０であって、図３はその概略斜視図
、図４は図３のＢ－Ｂ概略断面図、図５は図３及び図４のプリーツ部の折り目が広がった
状態図である。
　これらの図の補助シート２０は、排出された軟便や尿（以下、「排泄物」という）を素
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早く吸収すると共に、おむつ側に透過可能であり、また、肌触りの良い材料を用いるのが
好ましく、そのような材料として不織布を用いている。不織布には、親水処理をした繊維
不織布を使用することができ、例えばポリオレフィン系、ポリエステル、アクリル等をサ
ーマルボンド法やスパンボンド法、スパンレース法等でバインダーを使わずに融着して形
成される。
【００１９】
　そして、補助シート２０は図３及び図４に示すように、全体が一枚のシート２１であり
、幅方向（短手方向）Ｘは股の幅に対応し、好ましくは装着時に股から浮いて離れないよ
うに、股の幅と同様の寸法とされている。なお、幅方向Ｘの寸法は男女別、年齢別、体格
別によって決めればよい。
　また、図３の補助シート２０は平面視が略長方形状であるが、本発明の形状はこれに限
られるものではなく、例えば、図３の一点鎖線の部分に示されるように、下腹部側の端部
２０Ａ及び／又は腰部側の端部２０Ｂの幅寸法を、股に配置される中央部２０Ｃの幅寸法
に比べて大きくし、これによりおむつ１０と身体との間に挟まれる面積を大きくして、補
助シート２０の好ましい装着位置を保持し易くしてもよい。
【００２０】
　ここで、補助シート２０は、幅方向Ｘに折って形成された複数のプリーツ部（襞部とも
いう）４０を有している。この複数のプリーツ部４０は、排泄物が付着した際、その排泄
物の重さにより、後述する図５に示すように、おむつ１０側の空間Ｓに落ち込むように変
位して、排泄物がそれ以上表面を拡散しないようにするためのものである。
　具体的には、図３及び図４に示すように、各プリーツ部４０は、シート２１を長手方向
Ｙに沿って折った折り目４０ａと、さらに続いて折り返すようにした折り目４０ｂとを有
し、複数の折り目により形成されている。このように長手方向Ｙに沿った折り目４０ａ，
４０ｂとしたのは、幅方向Ｘに沿った折り目であると、尿等がその折り目を伝わって所謂
横漏れをする恐れがあるからである。また、各プリーツ部４０の折り目４０ａ，４０ｂを
２つにしたのは、折り目の数が多いと、剛性が高くなり過ぎておむつ側への変位が困難に
なり、また肌への触感も悪化する恐れがあるからである。
　なお、本実施形態の折り目４０ａと折り目４０ｂとは互いに平行とされているが、本発
明はこれに限られるものではない。
【００２１】
　このような複数のプリーツ部４０は、幅方向Ｘの中央部付近に配置された内側プリーツ
部３２，３３と、この内側プリーツ部３２，３３と比べて相対的に幅方向Ｘの外側に配置
された外側プリーツ部３１とを有している。なお、外側プリーツ部３１の位置と内側プリ
ーツ部３２，３３の位置は相対的な関係であり、例えば外側プリーツ部３１は必ずしも両
端部２０Ｄ，２０Ｅに配置される必要はなく、内側プリーツ部３２，３３より幅方向Ｘの
外側に配置されていればよい。また、本実施形態では、内側プリーツ部３２は、内側プリ
ーツ部３３との関係では幅方向Ｘの外側に配置されているため、外側プリーツ部として捉
えても構わない。
【００２２】
　本実施形態の場合、外側プリーツ部３１は両端部２０Ｄ，２０Ｅの双方に形成されて一
対となっており、身体側に配置される面２０Ｆにおいて、その２つの先端部（折り返した
折り目）４０ｂ，４０ｂが、内側プリーツ部３２，３３を間に介在させて、互いに対向す
るように配置されている。
　また、内側プリーツ部３２，３３も図のように複数であり、身体側に配置される面２０
Ｆにおいて、２つの先端部（折り返した折り目）４０ｂ，４０ｂが互いに向き合うように
した一対の内側プリーツ部３２，３２、及び一対の内側プリーツ部３３，３３を有してい
る。
　なお、本発明の一対の内側プリーツ部は図のような２つに限られず、１つでもよく、或
いは３つ以上であってもよい。
【００２３】
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　このように２つの先端部４０ｂ，４０ｂを対向させて一対にすることで、図４に示すよ
うに、例えば一対の内側プリーツ部３３，３３どうしの間の領域ＥＲに排泄物が付着した
際、折り目４０ａ、折り目４０ｂの順に折り目が抵抗少なく広がって、排泄物が付着した
領域ＥＲをおむつ側に容易に落ち込ませることができる。すなわち、例えば図４の一点鎖
線で囲った図のように、一対の内側プリーツの先端部４０ｂ－１，４０ｂ－１が互いに反
対側を向いていると、当該先端部である折り目４０ｂ－１が広がろうとする力を折り目４
０ａ－１よりおむつ側の部分１９が妨げてしまう。このため、図４の一点鎖線で囲った図
以外の図のように、２つの先端部４０ｂ，４０ｂを互いに対向させている。
【００２４】
　また、一対の内側プリーツ部３３，３３の先端部（折り返した折り目）４０ｂ、一対の
内側プリーツ部３２，３２の先端部４０ｂ、及び一対の外側プリーツ部３１，３１の先端
部４０ｂは、それら全てが（即ち、全てのプリーツ部４０の身体側に配置される面２０Ｆ
における先端部４０ｂが）、幅方向Ｘの中心ＣＬを向いている。これにより、通常、排泄
物は先ず中央部に排泄されることから、排泄物はプリーツ部４０の襞の隙間Ｓ１に入って
溜まり易くなり、その結果、プリーツ部４０は溜められた排泄物の重量でおむつ側に落ち
込み易くなる。
【００２５】
　以上のように、好ましい本実施形態では、身体側に配置される面２０Ｆにおいて、先端
部４０ｂ，４０ｂが互いに向き合った複数の一対の内側プリーツ部を有し、かつ、全ての
先端部４０ｂが幅方向Ｘの中心ＣＬを向くようにしている。そして、この２つの構成を同
時に満たさせるため、中心ＣＬに最も隣接した一対の内側プリーツ部３３，３３は、中心
ＣＬを間に挟んでその先端部４０ｂ，４０ｂを直接対向させ、また、この一対の内側プリ
ーツ部３３，３３よりも外側の一対の内側プリーツ部３２，３２は、中心ＣＬ側の一対の
内側プリーツ部３３，３３を介在させて、その先端部４０ｂ，４０ｂを対向させている。
そして図の場合は、幅方向Ｘに複数配列されたプリーツ部４０は、幅方向Ｘの中心ＣＬを
中心にして左右対称に形成されている。
　なお、「一対の内側プリーツ部」とは、２つの先端部４０ｂ，４０ｂが互いに対向して
いる状態におけるその内側プリーツ部を意味するものである。従って、上記では、理解の
便宜のため、中心ＣＬ寄りの２つの内側プリーツ部３３，３３を一対とし、それよりも外
側の２つの内側プリーツ部３２，３２を一対として説明しているが、例えば図３のＡＢの
符号を付した内側プリーツ部とＣＤの符号を付した内側プリーツ部も一対の内側プリーツ
部である。
　また、本発明はこのような態様に限られず、例えば図６に示すように、身体側に配置さ
れる面２０Ｆにおいて、一対の内側プリーツ部５２，５３、一対の内側プリーツ部５４，
５５、一対の内側プリーツ部５６，５７、一対の内側プリーツ部５８，５９の夫々が、他
のプリーツ部を介在することなく、その先端部４０ｂ，４０ｂを互いに直接対向してもよ
い。
【００２６】
　そして、図３及び図４に示すように、外側プリーツ部３１や内側プリーツ部３２，３３
からなる複数のプリーツ部４０は、それぞれ、排泄物の所要の重みによりその折り目４０
ａ，４０ｂが広がるようになっている。
　具体的には、複数のプリーツ部４０どうしが厚み方向Ｚに重なった状態（図７の状態）
とならないように、図３及び図４に示すように、プリーツ部４０が略寝た状態において、
互いに隣接するプリーツ部４０，４０どうしの間には所定の間隔Ｘ１が設けられている。
　この間隔Ｘ１は小さくして沢山のプリーツ部４０を形成してもよいが、幅方向Ｘの中心
ＣＬに隣接する一対のプリーツ部３３，３３どうしの間隔Ｘ２については、それ以外の間
隔Ｘ１に比べて大きくするのが好ましい。これにより、排泄位置が中心ＣＬから若干ずれ
たとしても、排泄物を出来るだけ中心ＣＬ側に溜めることができる。
　また、プリーツ部４０は長手方向Ｙの両端部（使用時の前後）が接着剤１８等で広がら
ないように固定され、これにより、排泄物が付着しない状態で無闇に広がる事態を防止し
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ている。
【００２７】
　本発明の第１の実施形態は以上のように構成されており、このため、中心ＣＬ付近に排
泄物が付着して所要の重量になると、図５（ａ）に示すように、中心ＣＬに最も近い一対
の内側プリーツ部３３，３３が広がって、おむつ１０側に落ち込む（窪む）ように変位す
る。そうすると、この変位した部分４５から幅方向Ｘの両端側に向かって排泄物が拡散す
ることが有効に防止される。
　また、排泄物の量が多くて、内側プリーツ部３３よりも外側の内側プリーツ部３２側に
排泄物が付着した場合、例えば図５（ｂ）に示すように、内側プリーツ部３３よりも外側
の内側プリーツ部３２も広がって、おむつ１０側に落ち込むように変位し、排泄物の拡散
を有効に防止することができる。
　また、排泄位置が中心ＣＬからずれた場合であっても、例えば図５（ｃ）に示すように
、外側プリーツ部３１とこれに隣接する内側プリーツ部３２の双方が広がって、おむつ１
０側に落ち込むように変位し、排泄物の拡散を有効に防止することができる。
　そして、これら変位した部分４５に付着した排泄物はおしめ１０側に随時移動するため
、身体側に溢れ出ることも有効に防止される。
　従って、排泄物が付着した表面が身体に触れる領域が小さくなり、使用者に与える不快
感を軽減できる。さらに、このように排泄物が付着した表面が身体に触れる領域が小さく
なった結果、例えば、横向きで寝た状態の被介護者等の肌を軟便や尿が伝わることも抑制
でき、従って、所謂横漏れ防止効果も有効に発揮される。
【００２８】
なお、各プリーツ部４０の幅寸法や図３の間隔Ｘ１，Ｘ２は、使用者の体格や不織布の柔
軟性等を考慮して決めればよいが、好ましくは、プリーツ部４０が広がって変位した場合
、図５に示すように変位した部分４５の底部４５ａがおむつ１０に接触するように、その
幅寸法や間隔を決めるとよい。これにより、おむつ１０の繊維が密集した表面材１４が、
その毛細管現象により変位した部分４５に付いた排泄物を積極的に吸うことができる。こ
の点、本実施形態では、図５（ａ）のように一対の内側プリーツ部３３，３３が広がって
変位した場合、図５（ｃ）のように内側プリーツ部３２と外側プリーツ部３１が広がって
変位した場合、また、図示していないが、内側プリーツ部３３とその外側の内側プリーツ
部３２が変位した場合のいずれにおいても、変位した部分４５の底部４５ａがおむつ１０
に接触するようになっている。
【００２９】
〔第２の実施形態〕
　次に、本発明の第２の実施形態に係る補助シートを、図８及び図９を用いて説明する。
　図８は当該第２の実施形態に係る補助シート５０の概略斜視図、図９は図８のプリーツ
部４０が広がった状態における図８のＣ－Ｃ部分の概略断面図である。
　これらの図の補助シート５０が上述した第１の実施形態に係る補助シート２０と異なる
のは、シート２１に孔又は切れ目が形成されている点のみである。
【００３０】
　すなわち、補助シート５０はシート２１の厚み方向Ｚを貫通するようにして、複数の孔
又は切れ目（以下、単に「孔」という）２６を有している。このため、補助シート５０に
排泄物が付着すると、例えば図９のようにプリーツ部４０がおむつ１０側に落ち込むよう
に変位し、この変位した部分４５の孔２６から、排泄物をおむつ１０側に容易に移動させ
ることができる。従って、変位した部分４５に付着した排泄物が身体側に溢れ出るなどの
事態を有効に防止し、排泄物が身体に触れる機会を少なくして、使用者に与える不快感を
さらに軽減できる。
【００３１】
　具体的には、図８及び図９に示すように、補助シート５０は一枚の薄い不織布製のシー
ト２１のみから形成されているため（接着剤１８等は除く）、その破れ易さを考慮して、
孔２６は円形状の孔とされている。
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　また、孔２６は、互いに隣接するプリーツ部４０，４０どうしの間ではなく、プリーツ
部４０に配置されている。そして、図のプリーツ部４０は２つの折り目４０ａ，４０ｂか
らなるため、身体側の襞部４０ｃとおむつ側の襞部４０ｄを有しているが、孔２６は身体
側の襞部４０ｃの方に形成されている。これにより、排泄物はプリーツ部４０の襞の隙間
Ｓ１に溜まり易くなるため、プリーツ部４０は排泄物の重量で問題なくおむつ側に落ち込
むことが出来る。
　また、孔２６は場所によって、その大きさや形状を変えてもよく、この際、装着時にお
ける肛門周辺の孔２６－１は、その他の領域の孔２６－２に比べて大きな形状とするのが
好ましい。これにより、軟便も比較的容易におむつ１０側に移動させることができる。
　なお、この実施形態では、排泄物は孔２６からおむつ１０側に移動可能であるため、シ
ート２１を形成する不織布は疎水処理をした繊維不織布にしてもよい。
【００３２】
〔第３の実施形態〕
　次に、本発明の第３の実施形態に係る補助シートを、図１０及び図１１を用いて説明す
る。
　図１０は当該第３の実施形態に係る補助シート６０の概略斜視図、図１１（ａ）は図１
０のＤ－Ｄ概略断面図、図１１(ｂ)は図１０のＥ－Ｅ概略断面図である。
　これらの図の補助シート６０が第１実施形態に係る補助シート２０と異なるのは、湾曲
したシート状とされている点である（なお、図１０は手前側が凸となるように湾曲した図
である）。
【００３３】
　すなわち、補助シート６０の本体であるシート２１は、少なくとも、装着時における股
の間に対応するＧ－Ｇ領域であって、股の幅方向Ｘの両端部６０Ａ，６０Ｂに、装着時の
前後方向（シート２１の長手方向Ｙ）に沿って、ゴム紐等の弾性体７７が設けられている
。
　この弾性体７７は、シート２１を拡げた状態において（図３のようなシート２１に外力
を加えない状態で）、長手方向Ｙの中心部に向かって張力を発揮するようになっている。
【００３４】
　本発明の第３の実施形態は以上のように構成されている。このため、補助シート６０は
、人為的に力を加えない状態では、弾性体７７の張力により、図に示すように、長手方向
Ｙの中心部が身体側に向かって凸となるように湾曲する。なお、補助シート６０は不織布
からなる一枚の薄いシートであり、簡単に湾曲するため、弾性体７７の張力は小さいもの
でよい。
　従って、頭部側に向かって凸となる股であっても、補助シート６０を股に近接して装着
させ易くし、おむつとの間に所要の空間Ｓ（図１参照）を形成し易くすることができる。
【００３５】
　ところで本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、上述の実施形態の個別の
構成は、必要により省略したり、説明しない他の構成と組み合わせたりしてもよい。
　例えば、本発明の補助シートと共に用いられるおむつは使い捨ておむつに限られず、例
えば、布おむつであってもよい。
　また、上記補助シート２０，５０，６０については、図３・図８・図１０のＹ方向（装
着時の前後方向）に伸縮性を発揮するようにしてもよい。すなわち、補助シート２０，５
０，６０を製造する際、不織布の送り方向（ＭＤ方向）を図のＸ方向にして、Ｙ方向に伸
縮性を発揮する補助シート２０，５０，６０を形成できる。これにより、排泄物が付着す
ると、その重みで、Ｘ方向（幅方向）については、上述のようにプリーツ部４０が広がっ
ておむつ側に変位し、Ｙ方向については繊維自体の伸びでおむつ側に変位することになり
、股の幅方向だけではなく、装着時の前後方向についても、軟便等の拡がりを抑制するこ
とができる。
【符号の説明】
【００３６】
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　１０・・・おむつ、２０，５０，６０・・・おむつ用補助シート、２６・・・孔、３１
・・・外側プリーツ部、３２，３３・・・内側プリーツ部、４０・・・プリーツ部、７７
・・・弾性体

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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